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はじめに

　私はかって学校教育で使用される教科書では、日本社会をどう記述しているかに興味を持ち、

高等学校公民科（旧社会科）の一科目「現代社会」教科書には、日本文化や伝統、日本社会の

特徴をどのように記述しているかを示し、教科書が描く日本像、自己理解像がどのようなもの

であるかを、比較検討して報告したことがある1）。

　その際に痛感したのは、日本社会の特性や独自性についての記述がひどく単調で平板、類型

的なものであって、日本社会を構成している多様な要素と、それらがたがいに絡み合うダイナ

ミックスにっいての理解がやや低いのではないかということであった。日本文化を理解する場

合に必要な、日本社会の種々のマイノリティの存在や地方文化の役割、庶民のサブカルチャー

にたいする顧慮が欠けているとの印象は否めないのである。このような日本文化にっいての理

解からは、日本社会に歴史的に存在している多方面にわたる種々のマイノリティやその生活と、

おおかたは抑圧されてきたこのような人々の人権問題にっいても鈍感にならざるをえないのでは

あるまいか。

　またその後平成12年7月に、私は「教科書にみる日本一多様性と人権一」という題で研究発

表をしたことがある2）。それは上記の報告で明らかにしたことがらのその後のフォローの意味

を込めたものである。しかし、口頭発表という制限のなかでは必ずしも意を尽くせたものでは

なかった。そこで今回この機会に、日本社会を支え、担っているこれらの人々にっいて教科書

はどう記述しているか、今日の日本社会のマイノリティや彼らへの差別及び人権を、教科書は

どう記述しているかに絞って、比較対照しながら標記のことがらにそって、検討してみたいと

思う。ここでは日本社会のマイノリティや人権にっいてのみに絞り、日本文化の記述について

の検討は、一っの独立した論題として他の発表の機会に譲ることにしたい3）。

　ところで「現代社会」の教科書を取り上げ、またここで「現代社会」教科書を取り上げるの

は、高等学校の教育課程では当時、「現代社会」は社会科唯一の必修科目で、すべての高校生

が学習する影響力の大きな科目であり、差別や人権というテーマを単元としてまとめて学習す

る科目だったからであり、また現在の公民科でも多くの高等学校が「現代社会」を履修させて
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いることによる。なお、中学校でなく高等学校を選んだのは、記述の内容が中学校では簡素す

ぎる点もあるが、高校生の思考レベルでは、日本にっいて政治的、経済的、歴史的、文化的等々、

総合的に学習し思考することが十分可能であり、また高校生はそのように要求されているから、

「現代社会」教科書はいわばそのための重要なガイド役であり、そこに日本社会の重層性と人

権に関することがらがどのように記述されているかは、大変重大であると考えてのことであ

るの。

状況の変化

　まずこの十年間の社会状況の変化ということでは、日本社会も欧米先進国の場合と同様に、

多様な理由や事情からいろいろな国から外国人が流入し、日常生活レベルにおいても民族や生

活文化の多様性を意識する機会がずっと増えたことがある。それにもかかわらずいまだに主要

政治家の民族的偏見に満ちた配慮に欠ける発言や、先の戦争の処理をめぐる問題がなお起こる

こと、また国外においても日本のNGOやPKOの人達の紛争地での活動、そこでの不慮の事

故や被害が報道されるようになったことなどがある。

　国内の状況の変化を示すものとしても、日本社会の多様性や重層性を自覚させるいろいろな

ことがらがこの十年に多出したことがある。まず第一に長く男性中心型の社会であった日本で

も、多くの問題をはらみながらも、男女雇用機会均等法が改正された（1997、実態は抜け道だ

らけだが）ことをはじめとして、女性問題が日本社会のマイノリティ問題に目を向ける突破口

になったことである。（バブル経済の破綻によって、労働市場におけるマイノリティである勤

労女性や中高年の地位が実質的に向上したかどうかは別としてだが。）これより以前の1995年

に、北京で開催された第4回世界女性会議のはたした役割もきわめて大きいものがあった。な

おこの会議には日本からは5千人の女性が参加している。これらの積み重ねの上に男女共同社

会参画基本法（1999）が存在しうるのである。また、十年以前には「セクハラ（セクシャル・

ハラスメント）」という言葉さえなかったことも付言しておく。

　女性問題同様、日本のマイノリティ・人権問題の分野でもマイノリティの人権問題がいくっ

かクローズ・アップされ、それが日本社会の多様性をより強く認識させることになった（その

いくっかは良き解決への糸口を見いだした）。この十年の間に社会問題になった、代表的な日

本のマイノリティ・人権問題をあげれば次のようなものであろう。

　日本文化の多様性を示すもっとも貴重なもののひとっに、アイヌ文化の存在がある。アイヌ

民族にっいては、なんと「北海道旧土人保護法（旧土法）」と称する、百年も前の1899年に制

定された法律がこれまで廃止されずにあった。それに「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統

に関する知識の普及及び啓発に関する法律（アイヌ文化振興法）」が1997年にようやく取って

代わり、アイヌ民族の先住権にっいては不満を残すものの、アイヌ民族の独自性と重要性が、

法的にようやく認められることになった（あくまでも法的にであり、実態については別である）。

また、外国人の指紋押捺も緩和されることになった。（1992年には在日韓国・朝鮮人などの永
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住権者について。1995年に最高裁はこの押捺制度を合憲としたが、1999年にはすべての外国人

にっいて廃止された。）国際結婚も社会のボーダーレス化によってますます増加しているが、

これまで子どもの国籍は、父親が日本国籍で母親が外国籍の場合と逆に父親が外国籍で母親が

日本籍の場合では扱いが異なっていた（男性中心の血統主義）。こういった残存してきた不合

理が一つずつではあるが、この十年で解決の方向へと向かったことがある。

　産業社会のもとでしいたげられている弱者、マイノリティの方はどうなったであろうか。世

界的な公害被害裁判となった水俣病訴訟も、国側の責任は曖昧のまま残されるなど多くの問題

をはらみながらも、1995年に被害者である患者原告団と被告国側はようやく和解することになっ

た。それから差別・偏見の象徴でもあった「らい予防法」の廃止が1996年にあった。この「ら

い予防法」によって今では治療によって完治する病気であるハンセン病も、歴史的な強い偏見

のなかで、一層差別が強化され、強制入所や隔離政策がとられ続けた。（旧法は1907年公布、

新法は1953年、特効薬プロミンの開発と治療法が確立していたにもかかわらず成立。海外では

隔離政策をとらず、社会内治療を実施した諸国も多い。これらの諸国との比較から、我が国の

ハンセン病に対するもともと存在した偏見が、旧法、新法と屋を重ねるごとにむしろ強化され

ていったことがわかる。）この政策は病歴者の大きな人権問題であったが、法的には隔離政策

は廃止された。（2001年政府の隔離政策にたいする元患者被害者側の訴えに対し、小泉首相は

政府を代表して公式に謝罪した。）大気汚染公害でも淀川訴訟をはじめとして一定の解決の方

向へ向かっている。だが、すべてがよりよい方向へ進んだわけではなく、医療・厚生行政関係

では、血液製剤をめぐるHIV罹患の問題や輸入硬膜の移植が原因の発病問題が、厚生省（現

厚生労働省）の杜撰で人権を軽視した対応を暴露したことは記憶に新しい。

　だが、この十年間で日本の産業経済は極めて落ち込んでいる。雇用（リストラ）問題をはじ

めとした、不当解雇や嫌がらせ、いわゆるサービス残業などの被雇用者にたいする不当労働行

為などの人権問題は後を絶たない。バブル経済の崩壊後の日本経済の総体的な縮小は、過剰労

働力の解決のためリストラ旋風を呼び、経済・生産活動におけるいわゆる周縁的存在を切り捨

てることで生き延びようとしたが、予想を超える経済縮小によって、リストラする側（差別側）

も容易にリストラされる側（差別される側）へと転換しうるという、差別に見られる典型的な

構図となって吹き荒れている。また、介護保険制度が波乱の末導入されたように、高齢化社会

はなおも進行している。身障者や高齢者への対応は欧米社会に比べてきわめて心細いままであ

り、生活弱者の人権保障にっいては問題が山積しているといえよう。

　いっぽう学校教育の場では、いじあの頻発やそれによる子どもの自殺という、胸を痛める事

件がこの十年の間に頻発し、決して明るい方向へと向かってはいない。学校でのいじめはあら

ゆるマイノリティ問題、差別・人権問題の原型をなしているといえよう。中央アフリカやバル

カン地域、中央・西アジアやインドネシアで起こった少数民族への抑圧や虐殺の構図は、学校

のいじめと基本的に変わるところはない。私たちの社会はこのいじめをどう克服するかで、私

たちの人権意識、マイノリティへのまなざしや対応が同様に試されているのである。また不登
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校児童・生徒の数も年々増大して、この十年間で倍増し、文部科学省の基準にそった統計上で

も14万人の小中学生が不登校であり、増加は留まるところを知らないが、不登校問題も人権問

題としてとらえる視点が大切であろう。

　ところでこの十年の間に歴史学・考古学の分野においては、たとえば網野善彦氏など歴史学

者の働きが社会的な共感を呼ぶなど、めざましい進展があった。ここではあまり詳しく触れら

れないが、中世史における日本社会の多様性とダイナミックスを氏は説得力を持って描き出し

ている。中世の生活史における女性の積極的な役割（例えば桂女などの経済活動）、清水坂や

大山崎の所属民の積極的な社会活動が近世以降に確立した被差別民観では解明できないこと、

近世江戸社会においても、従来は「士農工商」のタテ型身分秩序観による解釈であったが、そ

れがかなり実態とは異なったものであり、商業流通を握る地方の稲作農業に依拠しない「水呑

百姓」階級による経済活動の隆盛や、被差別民の多様な経済活動などが解明されてきた。従来

の稲作農耕を基盤とする固定的・一元的な身分観にたいして、かなり多様で自由な経済・文化

活動が行われ、多様性や重層性が当時の日本社会では日常的に承認されていたことを浮き彫り

にしてくれた。

　だが総体的に考えるならば、私たちの社会の現時的な人権問題にっいては、上記したような

事項以外にはかばかしい進展が見られなかったことも事実である。このように多くの変化をも

たらした十年が経過して、今まで述べてきたような人権にかかわる基本的な諸問題を教科書は

どう認識し、どう記述しているだろうか。これらのうち主要な事柄を、代表的な教科書を参照

しながら検討していきたいと思う。

教科書記述の実際

　差別や人権にかんする教科書の記述を比較検討するにあたって、私は4種類の検定済み教科

書を取り上げることにした。いずれも教科書としての採択率が低くないものであり、4種類す

べて出版社、執筆陣の異なるものである。仮にこれらをA・B・C・Dとするが、それぞれ詳

細は表一1に示すとおりである。

　　　　　　　表一1　教科書別「差別」・「人権」をテーマにした記載部分

教科書 出版社 代表執筆者 全ページ数 差別部ページ数 人権記述ページ数

A高等学校新現代

@社会改訂版

　清水書院

g．9検定済み
小牧　　治 220ページ

2ページ83行

i1行19字）
8ページ

B現代社会
東京学習出版社

g．5検定済み
飯坂良明 208ページ

2ページ77行

i1行22字）
10ページ

C現代社会改訂版
山川出版社

g．9検定済み
島田　晴雄 210ページ

2ページ45行

i1行31字）
5ページ

D新高校現代社会
　一橋出版

g．5検定済み
二谷　貞夫 223ページ

3ページ70行

i1行29字）
7ページ
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　いずれもB5版大で、巻頭にカラー写真、巻末に重要事項の索引があるなど大差はない。ま

た、平等や差別の記述に費やしたページ数も表一1の通り、1誌が3ページであるほかは3誌

がすべて2ページと、その記述の少なさにおいても共通している。しかし、記述してある範囲

と内容は大きく異なったものである。記述内容をまとめると、表一2の通りである。標記のゴ

シック体文字は教科書もゴシック体で記述してあるものである。（一般に教科書は強調すべき

語句はゴシック体で記述してある。）

　このような教科書の記述量の絶対的な少なさは、結果的にあまた存在する日本社会の差別・

人権問題を見落としてしまうことになり、また教科書に記述がないことが、場合によっては問

題そのものが存在しないということにもなりかねない。また記述のある女性差別、アイヌ民族

や同和問題、在日韓国朝鮮人の置かれた状況にっいても、記述量のその絶対的な少なさから、

表面的な理解に留まり、歴史的な経緯や生々しい現在の状況などまで理解するにはいたらず、

共感や憤りに支えられたインパクトを伴う理解とは違った単なる知識に終始し、今日の差別や

不合理を突破するエネルギーを生み出すものにはなりえないことになりかねないのである。

日本社会のおもな差別や人権問題

　ここで高校生が日本社会をより的確に理解するため、必要と思われる日本社会の差別や人権

問題につて、日本のおもなマイノリティを中心にこれらの教科書を補完すれば、以下のような

問題にっいても記述が必要だと考える。また、教科書記述や今日の問題点も指摘しておきたい。

1．日本の民族的・文化的なマイノリティについて

　アイヌ民族の歴史、アイヌ民族の明治以降の処遇、アイヌ民族の現在などの記述が必要なの

はもちろんであるが、北海道には他の北方民族も存在していることを忘れてはならない。かっ

て、ギリヤークなどと呼称されたニブヒ・ウィルタ民族である。彼らは1989年の国勢調査では

「北方諸民族」として2，869人が確認されている。北海道に彼らが居住している理由にっいても

留意しておく必要があろう。1945年8月の日ソ中立条約を破棄したソ連軍の南樺太への侵攻に

より、在住の日本人の多くは北海道に引き揚げたが、取り残された住民（その多くは朝鮮半島

出身者）もいた。それとは逆に風貌が日本人と似ているため、ソ連軍の迫害をおそれて北海道

へと逃避した現地人たちがあり、ニブヒ・ウィルタ民族の人々もこのような経緯で来日した人々

が多い。これらの人たちにっいてはいずれの教科書にも記述はない。ちなみに、ギリヤークや

オロッコといった呼称は蔑称であることも理解しておきたい。

　アイヌ民族についての記述はすべての教科書にあり、アイヌ文化振興法にっいても記述があ

るが、アイヌ民族はすでに「同化」されたととらえる傾向について批判しておく必要があろう。

たとえば最近に限っても、東北海道地区選出の衆議院議員の鈴木宗男議員（当時）と平沼赴夫

経済・産業大臣（当時）はいずれも公式の場で、アイヌ民族はすでに完全に同化されており、

日本は単一民族国家であると発言し波紋を広げ5）、尾身幸次沖縄・北方担当大臣（当時）も、
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表一2　各事項記述内容

①女性の権利・地位にかんすることがら

A　男女雇用均等法・男女平等・男女共同参画・国連女子差別撤廃条約（写真グラフあり）

B　男女同権・国連女子差別撤廃条約（資料）・「家」制度・男女雇用均等法（グラフあり）

C　両性の本質的平等（別所に家制度や女性の社会進出の記載あり）

D　性差別・国連女子差別撤廃条約（資料もあり、また別所に家制度・男女雇用均等法の記述あり）

②同和問題にっいて

A　部落問題・水平社・同和対策審議会答申（資料）

B　部落差別・同和対策審議会答申（資料）・同和対策事業特別措置法（写真もあり）

C　被差別部落・同和対策審議会答申（資料もあり）

D　部落差別

③民族問題1（アイヌ民族など）

A　アイヌに対する偏見（写真も）

B　アイヌ系への差別

C　アイヌの人々

D　アイヌ・「アイヌ新法」・北方の少数民族

④民族問題2（在日外国人など）　　　　　　・

A　在日韓国朝鮮人・強制連行

B　在日韓国朝鮮人に対する民族差別・韓国併合・強制連行・住居就職での差別（写真もあり）

C　在日韓国朝鮮人（別所に外国人労働者の記述あり）

D　他民族文化の蔑視・人権の抑圧・在日韓国朝鮮人

⑤身障者・病者にっいて

A　身障者・HIV
B　身障者雇用促進法

C　障害者

D　身体障害者

⑥その他のことがら

A　思想信条にもとつく差別

a

CD　民族の共存・明治以降東アジアでの他民族蔑視・思想信条による差別

⑦その他・記述された用語

A　自由権・平等権・法の下の平等

B　法の下の平等。四民平等・憲法14，24，26条

C　公共の福祉・権利の濫用・個人の尊厳

D　偏見

⑧索引にある人権にかんする用語

A　「イエ」制度・老人福祉・エスノセントリズム・ノーマライゼーション

B　従軍慰安婦・ノーマライゼーション・老人福祉・外国人労働者・「ガイジン」・水平社

C　差別の撤廃・社会的差別

D　家制度・外国人花嫁・外国人労働者・国籍法の改正・男女差別
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日本は「大和民族」の単一民族国家だと発言して6）批判を浴びたが、影響力の大きい政治家や

官僚といった国家の指導層には、日本を一民族国家として考える戦前以来の同化政策をささえ

た歴史理解（誤解）を振り回す人が根強く存在する。不正確な知識と不勉強で尊大な姿勢が偏

見や差別を招くという典型的な事例である。民族的という点では小笠原諸島に在住の欧米系日

本人にかんする記述もない。これとは別に、琉球諸島の歴史と文化にっいての記述はいずれの

教科書にもない。

　ところで「日本人」とはどの範囲をさしていうのであろう。教科書の記述する「日本」ない

し「日本人」、「日本文化」の指し示す範囲は極めて曖昧なものである。地理的に日本列島とそ

の付属する島喚に代々生活をしている人たちの全体をさしていうのか、またその上共通の文化

的一体感を有する人たちに限るのか、あるいはどんな外見であれ日本国籍をもっているとの法

的な条件によるのか、きわめて漠然としたものでしかない。ただいずれの教科書も、日本文化

という場合には畳や床の間などの、たとえば茶道がもっている数寄屋風の舞台装置や、季節感

に鋭敏で花鳥風月をあで楽しむような特性を指している。このような文化はいわゆる「文化に

おける中心」的なものではあるが、多様な日本文化を構成する琉球文化やアイヌ文化といった

いわゆる「周縁」的な特性を持っ文化を排除することになり、上記した政治家の発言同様、は

なはだしい誤謬をおかしていることになる。

2．同和問題について

　「同和は怖い」ということがいわれることがある。多くの人はその存在を観念として知って

いるのだが、先のような言葉があるように、根強い偏見にさらされている。不正確な知識と不

勉強が差別を招くのはこの場合も同様である。なぜこの問題が存在するのか、現在どのような

状況にあるのかといったことにっいて、正確な知識と理解をもった人は極めて少ないように思

われる。中世から近世までの歴史、明治以降の処遇、今日の問題などの正しい理解に、まさに

学校教育こそはこの問題の総合的な理解と解決に適したシステムであるように思われる。ぜひ、

教科書にもより立体的な記述を望むものである。

　だがいずれの教科書にも同和問題の記述があり、3誌に「同和対策審議会答申」の語句があ

り、いずれも「答申」の抜粋文を枠で囲い資料として掲載している。それゆえ生徒の理解如何

は担当教師の力量にかかってくるだろう。東日本では関西地方のような実態は存在しないよう

な誤解をもった教師も多く、かかる場合には同和問題を授業で取り上げない場合もある。

　近年のインターネットの普及は、この差別問題をむしろ深刻化させていることも付言してお

きたい。発信者の匿名性のゆえ、悪意をもった発信者が、同和問題に対し差別に満ちた文書や

いわゆる『特殊部落地名総鑑』の販売に関するホームページをゲリラ的に公開したり、特定個

人の出自にっいてデマを含めて暴露するなど、悪意に満ちた攻撃は枚挙にいとまがない。
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3．女性問題について

　女性に対する社会的差別の記述はあるが、就職や昇進にあたっての現実の具体的な女性に対

する差別などを記したものは少ない。また欧米先進国と対比した、社会への進出度の数値的表

示も必要だろう。だが今後は、勤労女性と専業主婦とのあいだでの年金格差問題や、労働基準

法の女性の深夜勤務にっいての制限などが、単に女性の社会進出を応援すればよい時点から、

女性の多様な社会進出がもたらした結果の女性間の対立へと移行しかねない状況があり、これ

を社会的によりよい解決へと進めるため、何が必要かといったことも考えていかねばならない

事態にある。だがこういった事柄の提示は学校教育のもっとも得意とするところであるはずで

あり、学校教育はどこまでバランスを持って提示できるだろうか。またセクシャルハラスメン

トについても、この項にぜひ記述したいものである。

　それから近年社会的な問題として認識されるようになったDV（家庭内暴力）も、多くは女

性にたいする理不尽な攻撃であり、セクシャルハラスメントともども、男女あるいは家庭の問

題としてよりは、社会的な人権問題としてとらえる必要があろう。なお、「従軍慰安婦」にっ

いて記述があるのは1誌のみであった。

4．在日外国人について

　在日韓国・朝鮮人の存在やその歴史的な存在理由にっいての記述は、教科書によりかなりの

差があった。在日外国人の処遇や地位、差別にっいての記述はあるかが要点になる。

　日本の歴史教科書の記述問題や日本要人の靖国神社への公式参拝にっいてアジア諸国が問題

視すると、必ずのように「内政干渉」として日本では逆に反中国、反韓国のキャンペーンが展

開するが、なぜこのような問題が起こるかにっいての歴史的経緯の共通理解など、円満な解決

へと向けて何が必要かといった議論も必要であろう。またとくに、北朝鮮（朝鮮民主主義人民

共和国）との関係はかんばしいものではないが、緊張をもたらす問題が出来するたびに、在日

朝鮮人の子弟へ向けられる卑劣な攻撃も頻発する。

　これによく似た構図の人権問題としては、2001年9月11日のニューヨーク世界貿易センター

ビルなどへのテロの後、アメリカにおいて排外的な気分が横溢し、アジア系とくにアラブ系や

西アジア系の人々や非キリスト教の人々への「人種」的・宗教的差別と暴力行為が頻発してい

ることがある。無知や偏見に基づくクセノフォビアとナショナリズム、宗教的偏見が危機的な

状況の中で吹き出し、その場合マイノリティーの人権にっいては置き去りにされるのが通例で

ある。関東大震災時における朝鮮人に対する虐殺や亀戸事件などは、決して今日とは切り離さ

れた過去の出来事ではない。あらゆる機会に注意を喚起する必要があろう。

　今日の日本ではいわゆる「不法就労者」問題や外国人（とりわけイランや中国）による犯罪

の多発に触発されて排外的な発言、難民認定問題や無保険外国人の医療問題と、多くの人権問

題を抱えている。それから、在日外国人（とくに永住者）の公務員採用問題は地方自治体から

起こってきたが、この問題も把握しておく必要があろう。
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5．身障者・知的障害者・高齢者について

　この人々の事柄について、人権の単元には具体的な事例として記述する教科書はない。高齢

化社会へと急速に進み、共生社会をうたう日本社会である。公共施設などを中心に手すりやス

ロープなどのバリアフリー対策や、デイケア施設などが徐々にではあるが充実の方向へと向かっ

ている。これらの動きに並行して介護保険制度の導入があることは間違いない。ケア・介護が

産業として成立する社会に日本社会は入ったのである。

　しかし、それに住民・市民の側がっいていけない状況もあるのではないか。壮健者がシルバー

シートを占領したり、盲導犬の入店を拒否する店舗、歩道の盲導プレート上への自転車や荷物

の放置、障害者施設の建設ボイコットをする地域住民の運動といった、基本的認識すら普及し

ていないことを示す事例は、現在も目の当たりにすることができる。これらの事態から考えて

みると、私たちの社会は本当に障害にやさしい社会へと向かっていると言えるのか、きわめて

疑わしいといわざるを得まい。そのうえ、授産施設や養護学校、児童相談所などでの職員によ

る耳を疑うような虐待や性犯罪すら報告されている。顕在化した事例が実際の状況に比べて、

ほんの一部に過ぎないことは容易に想像しうる。社会の監視体制を強化する必要もあろうが、

何よりも私たちの社会が、この問題にもっと身近で重要な事項であることを自覚する必要があ

るのではないかと思わずにはいられない。

6．病者・薬害公害被害者について

　個別の事例とそれが起こった原因、そしてそこから発する差別などにっいて、詳説した教科

書はない。だが、今日の代表的な当該問題を思いっくままに羅列してみても多数に上る。いわ

ゆる難病の人々、HIV罹患者、ハンセン病、統合失調症などの精神疾患、その他にも戦争や

戦災による後遺症や原爆病、人権に一顧の配慮もない産業優先社会が原因となった水俣病やイ

タイイタイ病など、4大公害裁判にまでいたったいわゆる公害病の被害者、森永砒素ミルク、

スモン病、サリドマイド後遺症、カネミ米ぬか油被害者、四日市喘息をはじめとした大気汚染

被害者、血液製剤などの薬害被害など、ざっと並べても数え尽くせないほどの人権侵害があり、

日本社会はこのような人々の被害のうえに繁栄を築いてきたのである。これらに該当する人々

の大半は被害者であるにもかかわらず、企業や行政を相手取った訴訟などで抵抗する人々は、

差別や人権侵害のキャンペーンにさらされ、結婚や就職などにおいて陰に陽にと差別されてい

るのが現状である。

　日本社会が本来の共生社会へと脱皮するためには、日本社会の繁栄が産み出したこのような

事態にどう対応するかにかかっている。私たちすべてが被害者に、あるいは加害者になってし

まう可能性もきわめて高い。私たち自身の問題として認識する必要に迫られている。

7．その他について

学校教育の場で多発する問題、いじめやセクシャルハラスメントはもちろん明白な人権問題
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　事襲i’に射Lて．定年　処融などについての男女の

　厚劉的駅り撫いを嘱it．しτいるiしかL．つtlF．；こ

　tt†る注的彊鯛〃は嚇（．環実にはに用やlllなヒ

の滞切が残きれている．tた男女の幌ll’　tl臨の袋律

　として．労●嶋雫法の女fの俣謹翼定が・超騙鵬き

　’邑たこ！t：ttすbtt網a，角もある．
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自由に生きる権利（2）

一人身の自由

　入身1身俸，の「llllti，国家幡力によ・・て．　｛ド㌦

　　　　　　　　・1　，
に逮姐されたり．瑚囹を受けたりしない臨i略であ

る。latsの「1山が確保されなttれU’，精書舅向ml1

も，5臼蕎n勺rl山もr茂屯しえt，この心蘇でへ身の

rlll1は†べてのへ曜の原点的な重色位にある．

　匹19酵i’M’」こ「こ　 も．　　 入身のrlL婁iの蹴㌧ヒ‘tあ　． Dた力匹o

j遅実に｛if2；t：されろことカ‘多く．　イ・iJ‘なi皇掴1や随

　　　　　　　　　ごロもk
疑托・岐告人に材†る拷問なとがしばしげおこt」’

われた。II4串腿1法け．第惜染と弟：鑓粂Uドで．

　　　　　　　　　　　　　しt　　ド
入身のClsllのfW“についてとくに認襯に規定し

ている。

▲嵐力によ6人剛優把一麺h

　再盲によつて履躍が確建したい‡）ゆる冤

　”畢Rn：．この；1ffdiいついでい6。行き

　昌ぎt：躍iや取り属～亡くに自臼の強豆

　がこうした冤罪を主む原図だこいわれ駆

　Ilt“，ihV．ti，糞．1』．・T，　：H裂で，「t・JILし、いカ’

　　　　　　ヒ　　　　　　　　　　　　リ　　　　　　　　　l
t．．るu雄的拘豪L．裂けな、・　J（．肥コ1’‘：EkS・；込：t；1

　　　”t　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tヨ

ノ，場含を除いこけ，その息にJ4する茜役に職きせ

ら’1ない」ヒして，N身v｝“111についての，、ue’ll

l幅を現定している一　さらに．第；llkで．「ll・1へ占．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　し謬話【1ソ鴇ヒプ，るf．象えによ1’JなtNU∫，その’11att°、し

　　　　ヒ、f
｛ttt．llllを，’けれ．　Xけそy）他の曙噌1t」iを｛トせらtt

　　　　　　　　　　　　∫，・tt叫、：辱・　　　1
ない」ヒ，法定手縦きの保障と罪刑法定主義の原

嗣を定めて，ll1’菜伽hのi膏tにさびしい刮月2をく

わえている．

　　　　　　　　　　　　　　レき　そして，第3」条以ドで，ILIIの艘冑や起訴，廷

　　　ttt’　　
個などの瑚’1しr続きについて．こまかく喫定して

いる、

　　　　　　　　　　　　　　りtl，　ま†、霞疑～Im；Mfi．　Il！居なt’の量蝋ξ．．馴瀕・

　　　Lマもりし
所f枯‘．の携1収なビは．現董if巳をのぞいてけ践「4官　」

　　　t”’：’t；
a）ft†る令状によらなければならないme．：1：lk．

ユ5桑1とされている．また．岐疑乙や胴嘱鞍il；入に

矧して，弁綬人を依頭する擢桐をi’U亭　L，lettに

よ一’て：t，国が弁罎八をtgtるとしている‘第：鳳

37乗）eさらに．拷問の禁MLC・X36柔），ゴ1己に小利
　　コ；レL’の＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　らしe／i4

位な倶述を強制さ’しないとする黙秘権の保∫くしや

本人のIW．1のみにiる｛i”の捨塵｝；｛第38条1なビ

をこまかく堤定して、畷齢や朋塵波告人の惚囲

を1粁“している。i，；βV：：．　もし不当に人身のnlll

を侵宮さitた場含には．　lq家に舛して㎜貫を

鎗求する権利｛第40果1が雌めらtLてL・る．

冨降呂肛告1 鼻名・鳳肩決1確足年｝

百田盛くつ王“停倦田苞獣〕

t唖老事拝〔t巨iE－｝

NdeerVCft田菊
的由｝ilV井〔谷o蛙薩｝

総山廓俘「緬晦牽天1

墨田寧停ζ赤曜砿天；

’　むコ　レ　　　　　　　　し　　の　ヒ’　げヒ

盗盃蹟人・日咽導造G引の

強春碗人・β期導役〔i引励

譲直醗人・死　　刑（ISI）

砦吾殿人・死　　鮒（19E9）

li塁；1人・死　　．HGscO）

総　人・死　臼〔1田n〕

　　　　　　　　　　　　＜肩冨で廊開となった
　　　　粥翼の騒遇

一．．．
@　．一一．一　．＿＿一　おも尊鳳障VR

）s：E再冨／ft定．　m弱3Eza躍VIR

lgl5年鐸…i決定．遺η年昂置零課

ISigE再薔濠定．　lge3E．母翼軍嫌

tgiヨ年再霧巽定，1郵∈蟹顕哺決

旧1…年再冨濠定，lgesm貝躍9ま

1966F．再置浅定．1969Eq霞判沃

’20　」．1“　「ピ賎川と1τ’1，・んt、口

r“黙c物

諺．

］．iy．．・．“慧

経濟の自由

　Il4；1畦’ltLl，：‡，　Ififf“c十piノレ「tl1：をr“sn．tろため

に，居住・移転および職秦選択の臼虫（第22科

h．財産権の不可侵〔第19料を現電し’ζt・る．こ

ノ，なかにけ．営乳のrllllも．i．くまれているヒさlt

ている　ISif；，f，十hnr’tslttS．二んにらでけ’㌦然の

曜鱒ノ，ように思われるか、ltWM！ではいらしろ

しくこ1旧～さ’していた．こtLらノ珪詳手11が1脚さtした

こヒによ・Pて．資娼・Kかtt’i」．　i’Illlな経済活

｝「’カ‘il～驚におこなわ紅てきた1｝である．

　ヒころで，こノ）tfi，yis，十．ltノ》Ctlllについては，他

ア｝M観寡くし∩貼とヒ異なって．：iyL）2桑ヒ第29粂そ

包それに．「公！1，の隔昂」ノ）t，tgから．これを網隈

できるニヒか1リにCされている．これは，鯛入ノ堤チ

；闘胤騒r’ハ箪割隈なn［11が．入㌘ノ）糊に祉全的イ‘’1｛

、や尋5済的弱拓を生みII㌔L，曇昏；・fのA“ln：），ift展

をさまたける；うな弊’∴1を起こしている妓会グ）状

，Vとに）・tik；しようヒしているのである．公栽的な利

　　　　　　　　　　　　ロt　　；　’
川のためにおこなう私ず1地ノ凋《illやUJi：Jk占の

∫壽II．なビは，この公共の福起による翻段にもヒう

い㌧tTID＝

ド
一暫

司アウシュウィツツの遡明e冒所の正【

　　ユダ㍗人EMじめ，　VSEP贋ナチ
　さt、τが儲嗣．’1、唱霧これ．死におい

　Pらtlた．

．　’　，　．J”　　　　「　　．　’　Ut虞

自由を守るために

　歴史をふり返一，てみるヒ．lnvJ　riによるr“ILの

制隣や1’1山に増する到りL：はくりかkさtLてきノ：g

ナナス・ドイツに砥抗したかどで強劉4ま審所に送

“JtLたベルリンの牧帥マルチン・＝一〆ラーは，

　　　　　　　　　　　dt■l：　1ロ41
福撃撃�轤驛qいうこヒについて．【叫恩録にこうし

　　　　　　　　　　　　　　く，びい
るしている，「はじめに共産ヒ義拓が追害された、

If・は党員ではないからじ一，としていた．杜≦撹員

が帽17された．駄は党員でないからやはり沈黙し

ていた。”t’nx（が，図，弓館が，姐舎が弾圧された，

やitり臥にけ直樹瑚係がなかった。敦会がSPtE三さ

’Lた。駄は牧師だからたちあがった．Lかし．そ

のとき：二【tもう遅すざ’こ・・・…　」　ヒ。

　ll刺月憲法は，その剃2築で「この寧aEhffij民

；二1冨O†る「Bll1及び権奪引1．国民の村折の努力に

よつて，こ」Lを傑持しなければな；”な‘’J　ヒうた

pている。n［tsや権利は．匡1民がそれを守る努力

をおこたるならばL他力措によってf2さtL民il

政治は崩贋してしまう．rl由や権岡を守ろうと†

る，ltl民ひとりひとりの不断の芳力力t；kめらitて　．

いるク》であるt

1　あるIJ　1｝か甦罫三㌧て匙窩き‘しOなプ1：－tt．ビバ；1なhど｝が紀コ「≧きILるハか．そ

1・vaアに1；ビ分よう㌢H屍ゐ‘冊flLるかに「いて，あらかLnL財Pに；・・て定めJ・tLて

　・1：tt艦：f　「，ら㌦．し・ヒL・｝号えJt

9≡8汗　↓15tg’eJ，ノ曝し」」南　12’
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高校教科書にみる人権教育の現在

C教科書

第3箪

ロ”八櫓重冒鱒個年記婁ボ

ス9－‘8守朋母．　ム隅’，聾

吸　tr卿人恥T廊」．1叩砺

年にVILt．lf倉τt；veきtl　S

ヒ’：　す、τのA問のH．t；

3炉・脚「1「ず．的臼的を哩定して

，・1’，と8闘8川人問に“す

blAの，量会何”の●駅1

り．駒りト．1，り3聖．．更臼3’し

皇1’．

第4莇日本国慧法の基本原則

テーマ3人権保Nξ公共の福祉

　　　　どうすれば平尋に人権保障ができるでしょうか

●公共の福祉

　基本的入権は「立法その他の国政の上で，最六の尊重を必要とす

る」1響法第13湊〕と定められています，しかL，それはけっして無劃

隈なものではないことに注意しなければな；1ません　たとえtx団庖

やアパートでの日常牛活を考えてみましょう．窓をあけたまま，ある
　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，、b
いは深夜にピアノを弾けば一畜脳に｛Ekでいるノ、ぴとに逐惑がかかtJ

　　　リロちほロ

iす．隣人たらは．落ちついて生活することができなくなるのですT

　個人がlt．会のなかの存在であるとすれば．胴入の膨利もまた社会と

講和したものでなければなりiせん，杜会ρ1．．活のなかでは．おたがい

の入鷹のあいだの詞整が必’慶となるのです　このような調炉療理を，

［レド倒鵜却ま公共の祖祉というiξ桑でいいあらわしていiす，公典の

福柑とは，JsSSぜいの人ぴとの韓苗という意味で．鯛人の白Eltや権利

も多くの人ひとの幸福と講和するものでなければならないという考え

hです、また．公共の輻材．とは，各ノ、の人lbを公1㌔に，．）　，fl．’‘．べさもの

とする原綬であるということができます．．

　　　　ヨへi
●権利の濫用

　毒法は．「国民は．これrntltや腋Pl1を鑑川し’Cttならない」1第

　　　　　　　　　　　　　　；t’IZ隆レとも定めています、、旛11Jを行使するとい・，ても．黒ろ帽呂二認め

られるものではなく，tl会的にll｝されるiUiiilでしか認められないのて

す、．その駅界をこえた場合は．権利の濫用　．LLて．その｛1！｝は、ぜめら

れないのて†

　　　　　　　　　　　いらしら　播刊の隅川とけ．他人にr，しい害をあたえる1け」で1群11をiifEす

る場合をいいま†　｝ム刊をljfk’t．る入のえるfij益と．そiLt’よりて他

の入のうける損害とを1ヒ争iして．損害のほうがハしく尺きtl嶋r「U．

櫓刊の濫川となるので一1’、最近においては，掻胸の濫川の範1明力‘広く

ti　・Jてきてい1．1

●法のもとの平募

　　　　　　　　　　　　　　　　　コど　旧q・陪1川．1．」．へて1vlKti．‘’．の自：・1・　t・；　1である｛加押L

定め．出’1や1．lk，1嚇h・愉lrlなとにt，・t’iく｛・r｝埋な差別鶴tして

灯r　層1、e　r　闘騨．・tl．「．　lr．、り」：1

　　います，これは政府が鷹力の㌃使にあたって．そのような芹別をおこ

　　なうことを禁止するものですが，　一般のll会でも就職試験などにさい

　　して，不当な差別をおこなうことは．この憲法の鱒神からみてこのま

　　しいことではないのです，

　　　　　　｛kt°A
　　　個人の尊厳というYS　Lt：の基4偲鰹から．’“1能なかぎり外国人に6f］

　　峯国民とギ等な人盗の保即が誓ttれています伊

　　　婚姻・穀1続など，家族に闇する｝lllftについては．とくに「両性の本

　　質的平尊」r第24鮒が6爪されなければなりません．緬逆法の馴定と

　　ともに女惟へのX｛　Sll　tま，糾度として廃ILされたものの．女性が駈業人

・　として能∫」を発揮する条件は．まだt’”〉に実現されているとはいえな

　　いのです、

　　●社会的差別

　　　長のもとの平等を定めた壱法の現定にもかかわらず．日本の琵会に

　　は．いろいろ不合理な社会的蓬別が残存しています，なかでも浜大な

　　のは，陵差別諦溶やアイヌの入ぴと．陣害者．そして在日朝鮮・韓国

　　人に対する差別です　その精果として，これらの入ぴとは，載粟選択
　　　　　　農停　　　　　　　　　　　　　　　．h◎し　　　　　　　　　　　　　US9へ

　　の自由が環されたり．拮婚力て妨害されたSt．また貧團にyゴしkだりし

　　ていることも少なくあ；titiん．このような’∬懸をひきおこしている

　　ことは．tt会の｝°し仔であり，鉱たらはル別意議のよiりを白覚し，差別

　　　；　：dL1　「・≧

、　の惚慶に努めなければならないのです，

O　lfyl、ほ，民翫圃の）1

　3く・緊凱がと【tしく．民

　ls．P：1糎く’且く｝VT一脚：：かt」・

　わるノ、1L問題にASたヒ

　e）rt，　li　tJあIIま「　－i±11

　人が7tt一トへの人｝1・；を

　；とわらttたヒL・うt同¢，

　多（あaJ　i’t．

み
ん
な

と
も
だ

　　　　　　　　　d

藍題鳳飛をよぴかけSUtス

9－〔．藍務畜作ほ】日ホの

tt会tSら∂》らゆら盈附をな

くTF”t；．これからむね

ばりB（つづけられなけれ

【∫なL犀せA

r
　　　　　隅h尽匿の寡調
　　いわeら岡輔悶隔t墜．日－ttgの腰

　虫蛉窪贋の遇四に5いてMgeht；身分
　尾層嗣●じ●づ‘畳，に’」，．日零国艮

　の一国の猶国ぴ曜画的・髄彊り・又1ヒ吟

　に量位の裸9にSかh，嘆Klt2じ6い
　rも．なおいもじ■しく墨tnA幡tn
　1亭A．とくに．ttttltの卿曙とLて
　q人に』四障8nてい5循霞●鴨鞠と側
　由畳ltにs爾さhていむいという．も
　つζSlllt：Lて■武なttt騒蹟τhら

　掲，
　　Artlt霊にお巴，1●1愚Mと巳．　ut
　　くらにいえば．鵡霞鱈噂1で．o白の幡，

　‘二uets㍉tsい　吊民饒隔岡，　a由とtt．

　o●“駅のem．6胃の質童均℃●卿隔
　亭れ昏脳，，駐tih」り腸畦の畠禽．鵠

　暢のA田tiと1あ1，．ニハリの幡1忙腕

由tr岡岡吻区敗即二t：いLて“甕分に傷

馳亭ftていないことガ畳M「iのτあ6

二虹らの扇民鱈幅19とe由のうら，亀●

岨眠の陽由．▼なわち殴賦の更3m罵N

ttL：SN♂侮τいないこヒtr幌に■武

てある　なぜなら．厘皇を噂蝋■iみても．

爾1■適区並艮Hの鱒氏Lおけb主蟹8

Gの主岨愚1蟹ttらe斜8h，隔●とtれ
る雁●1：墜●していh二とtrtt愈萌職益

の上昇ヒ明聴への遇彫鴎し，因ヒなった

のてあL｝．；の；tは頃TtttgL：liVT

』冒らない庁らてあ‘　したかって．陶

5邑噛区盤艮にtt鳳ヒの胃の霞癖均鴨駈寛

曾巳二〇隔L『絢均区じ渇冒▼る停渇駒

愚斜AΩ｝直侃晦¢室璽臆■の曳壇遇腫

に■入審』ことLよ1」象8の蜜2と論駐
の向上聾L「カ’5：とガ．屑鵬問鴎鰯典の

十t・nロ鯖てAる　｛縄囑｝ 碗趣P楓●瞳負驚ゆ噂馴
艦96～1　島　，1伽脚ll

’1、1’．L　噂．1幽1タ1聖Ll・；」thrr’ヱ5
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Φ1XXItelUtll，r’“iv，■

駄馴喰‘3．公●・人n・噂li’r

　　　　　　Lのttt確繭の功力髭るどに爵fil｝V・

民・幽1・i・リDをあた之．h

即三渦‘し1：4’1る州むが’，’

ノご．

・2軸rk　i｝　i内　LCLJ．でけ，　r’し．1；

‘ピ臥を【111る，°1．1むと‘亀【；

楓する憂情の柑剛直をあt：i，

11V；blそat．を枷艦しr：1軍

費冊ミ1．

3．改L±　1－　L“li，　elS，　ltts．一

能’」轟ヒさ’L．甲鹸で1川肖．

曜c・；tb㌦1さr【↑，匠佃．Lし轟

4Tt．ゼノ】ゼ．Stnt’iがありた．

④LLのトのi，等ts．鯛Aの
O醒という原暫郭二塵！らしてイ・

含解な区別を差別ヒして蟻凶

しr：もフ）でありて．　」ξ寅的な

i’s！師隊↑6’‘ノ馳の含即的

な偶霞をし台定†6ものでは

ない．たtL：s，少¢zaに1；

1，るkUtq，～」のtl躍‘俵いや．

’加縄瑠‘1．に，川る9少・虻

性労騎轟の1巳鍾煙宅がその一

例である．

⑤岡“凋垣じ鍋公のr・　ar，

“965ft月ホ．員呈選醒の「1由，

臓岬力撮全均耳をftsoさ’しる

鷹響1．Kl｝およVISIiの「零由．

結協の自111などの．市民的幡

租・fbllth「E争にr民鱒さ’して

いないこヒが老助である，と

折瞳しτ」・6■

〔31基本的人権の保障（2）

　　　Lt　　　　　　　　へはかけがえのない’‘rlであり，個1法の下の平等　一
　　　　　　　　　　　　へとして静弔さitt”　ttれlt．ならない，

とL・うのが民i｛L義赴ftの「1証財である一したが・・て当撚．だれも

1；’Llな差籾を受けてけならなt・という平尊権ll，＃’へてa）UclAの

基盤になる畳此刊であるといえよう．

　　　　　　　　　　Lらu・　　　　　　・r．，　：　s　　　　ハt、，
　しかし，福1尺諭rヤカt，「r’1拠訓1曳けUa｝Atで9り悼る」‘「｝高幼臼f云」，

と述べたように．封建時代にIS．家柄や身分による差別がまかり

；iJ　一コていた．川治繕新の改革によ・jて身分制1皇は廃II．されたが．

　　　　　　　　　’Ct　・L・　　　　　　　　　　　い亀②
1馴治憲法のもとでも購駿亀4度が蚊きれ，改11／繭の民法では「京」制

　　　　　　　　　　q，
度が定めらIL．男女差別があたりまえとさtLていた。

　f1本国憲法は．法の下の平等をうたい，国軍が「人挿，信染，貿：

別，杜会的身分又は門地」などによって国民を差別する法律の割定

や行政を行ってはならないとした｛第14柔⊃。また，家族生活にお

けるり｝女の平等｛第2｛条1，教育の椴会均等｛第26条［なども保陣し

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　④
社会生活の中の　　　薪去に’ltSUEが1糟されてL’てt’1。別と不平等一f、。。。。。は、まざ、。。で。。や

不平等が痩されている。

　駁月1関係における女性差網を解決するため．198stlZには男女鹿

用機象均等法が胡定された。そのほか．企衰や労働岨合の一部に
　，「　，，

みられる思想・｛言条によるX，：XFI，在H韓国・朝鮮八に村†る民族

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
的差魍．結嬬などのさいにいまだにみられる部落差別．身体障吉

彩に垣†る塁別や悩見などがあげられる。

％

Pt．

八’

，。，驕。。．民。。。

6ともに盤く‘ある出駈耗の

　縛二き紺迩島にてレ

ltJ

？J

2｝

　　　　　　　　　　　　tH－1三叩．紀，奪罪済i．「1動ノ⊃rllllが“1FOI社会権の登場　口
　　　　　　　　　　　さ農，資4・i／義け人いに∫E展をヒ‘「た。

その艦、累．1t富のイベ覗i，㍉的倒層が｛Mtll：1tsとなり，’｝醜を実

賢　fr，i　t，’もo「》に†るたb，　i，i’転［jlTifiili■1’v、1’ll11に毎4￥，を航1え．　・t’

へてゐ国民の’1．’tのtlt四を，」保’1’べきだという書lktt，．・りi・凱が強

ま　・ノ」．　ドイソのワf㍉’一’し遣誓去‘匡リ1リ‘卜盈唖定，は．111，考：1御【二も噌斜」

を加え．　入MIらしくρtきる臨胴や労働r，の1司翫rl量涯なと．　勧5洲菰を

戦定した尉1’の懲法であ・sた．II神腿駄も堤代駒M此ヒしての

nf：trfを1［（・i）人tt，’i．‘’ttr‘・）IL，Sk｝．教fIを受け引紳1【朔陳レ，

労働基剃耐節四，艶刺を保陣している、

　Il柚穂法は，「†ぺて151民は，　tttkで文化的なII凧隈度の’l／｝1～

を営し権桝を有†るバ第Z5豪IJCOと，　ll】民の生存権を保障し。そ

のために国は1【会保陣やll会［1舗吐の向1’．と増逢に努めなけ’Lぼな

　　　　　　　　　　　・5
らないと．国の資務を定めた（lll］　k　’2　t‘O。この規定にもとついて，

’1話据i曼法をけじめ各Kの書1会保障1隈縣の1’：律が毎綻さ’し，1；，Ri．

社会をめざした取側みかなされている。

　放頁を曼ける権利【弟Z旺条）け，例入が教提を高めるために必要

でゐるげかりでなく．職又に必要な短誌や按酌を身につけるうえ

で大VJな権利である．この権朔を保障するため，義拷敦f「の無償

化，II率育英会による奨学争胡度．杜会教育の充実など，広い梅

策が行わttている。

　労働基本権とは．労働托がILMIらしく助き．へ問らし（生きる

ために必要な茎本的1餅睦いう．憲法は．勤労の権利｛第27ゑ1∫；O

を保F9したうえで．入間らしい労助柔件を自iモ的に実現するため

に動ツ諸の団結権、団休魁歩権．および［SjfStflhttr7）労H．1三1配を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，1’　「1
保FOしている｛第28象［。

6：e．！Skノ）n己亀．：”いて；」．

鮒帽や）ttnゐNf－／s．　llt：二

開して1存播Ptpan’遍t；r・J「i．

nf零を11b，tt：も／rで．．Ltt－」

なftfttfihせたし乃て1：な

且・ヒ丁も．走聖『ノロ7ラ∴m．t

白吐｝をヒ『．：L・る．こ’しに聖ぞし

て．；のN．Ll3［，楓i二d．脚’，な

M．Sthをh’：えτいると覧「tt

する．．’規i猛的傾ltltレも’・

る、

　　　　　　　　　　　　　　ロしJレ　　　生存橿iめ（’る置得一一朝日訴訟

　　　Hl！茂きんけ医馴扶動な・ど．，1：活侭罎を．ミけてlll“．囚lll蟹査断に入院LてL・たか，1957伊「｛轍」2，

　　　内．「，1葛亘sonll「の聖IIlrv，fiヒも｝うd．1，Eに酒尽智t3連tt・Vt21染の，1’‘’IU慶定tこ反する」ヒ星，て．Iriを

　　　枷1・に訴」2をおこした．k豪地鼠から唱螺高凪をへて1067卑．最高凸ハ1一決，ht時’した．凸1高旺

唱　　：spmllさんがすでに比しLたので．4‘讐評訟ほ承ttし4．いから終rしたヒしなから．壱法第2ユ桑

　　　は．杜会保FO紀’j：n’こめブ）1嘘の貞緒を了‘詐したものてLあり，　rf1娠且i［民に叫して蚊陣「吋権醜をらた

　　　えたもので：」なく．’IiAt；AE十，をいくらに重るh・tlり’i．kni－n旺！1に丑かき’している．ゴ現

　　　Ilを．三べた．こ：nmrIts，’1耐m二置1†る国民のINt・を高ノ，．そのtE　X．．国nt：tiltj2か改菖：・

　　　’しろようにな一，た．

。。職の。翻，，。‘
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1　　，i一　珂鮪‘’　　　歪彗二

ゐ’．．　’一見つの．を丁そニヒ

』見；とtF「1v［u：：る

女惟に対Tるあらゆる形魑の差別の撤雇に関する条約

舅3藁　　捻約国け．

，・ ﾄ　欠僻に盲「してiJStiヒバr「｝を基礎ヒLて尺虚壊び基本餌封Ill【をtrt聖し技び”lt†る

二二を保FOするこヒを目的ヒして．

て！）』藍国1㌔惰叢hr、去をrrし．1をヒる、

購10条　嵩r’JIFI，t

：をtLfrltLて　待；

欠朝．二盲rT毛イb・1を隠‘鳳」↑るたゾ）ノ｝†

MllAi・h　Ill　nVHI椴fr．こついてノ）tbI1

〔4］人間は平等である

膿し、する臥聯；繍；搬纏
でき4L㌔「だILもか　かけかr．．ノ，るいr‘でrこある」ヒい’ことは，

人閥はなにか一つの物差しだけで調れないし，また訓ってはなら　5

ちtt二い『’二二こほかな：1　．．iい．1人ひとりか．白分のもっている

・・「fiEitを1”trにfEI十’：・きるように　P｝会ができるかきりの保障を

してHP〔こヒかピ要てある

≧ころがilCtの中には．差桝が今も残っており，人がその能力

を伸はしてrl由に÷輪を進求するこヒが妨げられている。憲法て

「・別がf，！’llさtL．　KMIの［E：fが定められてL・るものの．1いまだに

　l偏見や賢理解かっ，他人を傷っけたリイ・利益を押しつけたりして

いるのてある　その結果．偏見にヒらわれ他入を差別した人臼身

か，flりの尊頃を傷つけ，人間としてのありかたを低めてしまっ

ド1鞠燃1磁｝艶瑚

1・差・　D。1細1型：：、禁揚；㍊

中に残り．甘全7）中てさまざまも形をとってあらわれている。そ

の結果，男tKヒも耕．Lノア1きかたや己～訓が押しつけらtL，　ltlilて

個昏的な’1きかたがしにくくtsっている。ヒリわけ女性の帽は，

　　　　　　　。蜥7、1、、，1，ε助聖　…

ありゆる　ftft：：　　　エけをめコ　　　びズイヒtFjう　くニお　　　　

　　lttl　n　ft．t“／・fithL“ISEHtt・“11．eiilX†るt・hの†・　；

rtfin）tfflこおいて　女昌1：盲［してiJ；ftヒド等の惚稲を鉢保†る二

男欠ハlj等を胆曙ヒして，起ノ，こヒを師保†る二≧をけ的としr，

　　　・てノ》砲IIろ輪濁をヒる．

，、。驕。。。。る人。と文。

であるが、従来より学校側が学校行事

のように頻繁に行ういわゆる持ち物検

査や服装検査のような「指導」も、人

権問題としての視点を持っ必要があろ

う。日本の学校教育は歴史的にも大変

広範な分野を受け持っている。学習指

導を中心にした諸先進国とは異なり、

集団行動への順応や髪型、所持品の規

制など微細にわたることが多い。この

ような「指導」を歓迎する向きもあり、

それが学校の社会的評価となることも

多い。その結果、学校は人権感覚にむ

しろ鈍感であり、特にカント的な意味

合いでの子どもの人格にっいて、尊厳

を持った目的として対応するような習

慣は少ないようである。

　生活の多様化の進行の中で、このよ

うな旧来からの「学校共同体」的な規

制が、本来学校教育が受け持っべき業務であるかどうか、学校・教師は地域との連携しながら、

学校教育とは如何にあるべきかを中心に、なすべき業務も明確にし直す必要があろう。

　教育行政にっいてみると、養護学校の義務化が導入され（1979）て久しい。ノーマライゼーショ

ンは個別の事例としては進展を見せたものもある。しかしその場合の多くは、保護者や理解者、

支援者の並々ならぬ努力と負担によるものであり、ノーマライゼーションにっいての理解が学

校教育の現場、教育行政、地域で深まったとは一概には言えない。

　今日の社会生活においてマスメディアの果たす役割はきわめて大きいが、同時にマスメディ

ァによる報道被害、たとえば松本サリン事件や桶川ストーカー殺人事件などでの警察・行政の

怠慢と、それを鵜呑みにしスキャンダルとして大々的に報道する商業主義のマスメディア、情

緒主義に流されてプライバシーを暴き立てて視聴率を獲得しようとするセンセーショナリズム

なども今日の人権問題として取り上げるべきである。また先の同和問題の項であげたが、イン

ターネットを使用した差別や人権侵害、特定人物にたいする名誉殿損、情報の漏洩なども今後

多発するおそれが非常に大きい。

まとめとして

　公民科科目「現代社会」設置の目的と役割は、現代社会のありようを客観的に示し、批判的

に考察する態度を養うことにある。学習指導要領「現代社会」の1目標には、「人問の尊重と

12



高校教科書にみる人権教育の現在

科学的な探求の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の社会と人間にっいての理解を深め

させ、現代社会の基本的な問題にっいて主体的に考え公正に判断するとともに自ら人間として

の在り方生き方について考える力の基礎をを養い、良識ある公民として必要な能力と態度を育

てる。」とある。しかしそれにしては、人権や国民の権利をテーマとする項目が5～10ページ

と、あまりにも記述の絶対量が少なすぎる。それゆえ、前述したような、日本社会に存在する

焦眉の人権問題にっいて、その具体的な事柄については触れることすらできないままになって

いる。

　C教科書は「日本国憲法の基本原則」と題し、「人権の保障と公共の福祉一どうすれば平等

に人権が保障できるでしょうか」との副題で2ページにわたって人権にっいて記述している。

小見出しを4っあげ、順に「公共の福祉」、「権利の濫用」、「法の下の平等」、「社会的差別」と

なっている。だが驚かされるのは、その記述内容である。少し長いが「公共の福祉」と「権利

の濫用」の所を引用してみる。

　　・公共の福祉

　　　　基本的人権は「立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」（憲法第13条）

　　　と定められています。しかし、それはけっして無制限なものではないことに注意しなけ

　　　ればなりません。たとえば、団地やアパートでの日常生活を考えてみましょう。窓を開

　　　けたまま、あるいは深夜にピアノを弾けば、周囲に住んでいる人々に迷惑がかかります。

　　　隣人たちは、落ちっいて生活することもできなくなるのです。

　　　　個人が社会のなかの存在であるとすれば、個人の権利もまた社会と調和したものでな

　　　ければなりません。社会生活のなかでは、おたがいの人権のあいだの調整が必要となる

　　　のです。このような調整原理を、日本国憲法は公共の福祉という言葉で言いあらわして

　　　います。公共の福祉とは、おおぜいの人々の幸福と調和するものでなければならないと

　　　いう考え方です。また、公共の福祉とは、各人の人権を公平に尊重すべきものとする原

　　　理であるということができます。

　　・権利の濫用

　　　　憲法は、「国民は、これ（自由や権利）を濫用してはならない」（第12条）と定めてい

　　　ます。権利を行使するといっても、無制限に認められるものではなく、社会的に許され

　　　る範囲でしか認められないのです。その限界を超えた場合は、権利の濫用として、その

　　　行為は認められないのです。………

　この記述はどう考えてもバランスを失している。憲法で保障された自由や権利の何たるかは

前項で説明されるが、「法の下の平等」、「社会的差別」の先に公共の福祉を記述し、権利の濫

用を戒めたりすることが強調された記述になっている。人権意識の低さは扶桑社版『新しい歴

史教科書』や『新しい公民教科書』のみが取り沙汰されるが、何もこれは扶桑社版に限られた

ことではない。また、全般的にどの教科書も人権や国民の権利にっいて記述の絶対量が少なく、

日本社会における現実の具体的で深刻な人権問題があまり記述されず、抽象的な人権理念の保

13
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障といった記述に終わりがちである。

　戦後の文部行政はいわゆる「逆コース」以降、特に1958年の学習指導要領の告示を契機に、

学校・教師に対する指導・監督権を強化してきた。同時に憲法・教育基本法の精神の空洞化が

進行し、人権にっいて尊重する姿勢も減退していくのである。かかる経緯を反映してか、教科

書の記述も同様に退行してきた歴史がある。1958年以降、法的拘束力を持っことになった学習

指導要領とそれにもとつく教科書の編集、その教科書を文部科学省がチェックする教科書検定

制度、そしてその検定教科書の学校教育の場での使用の義務づけと、幾重にもめぐらされた制

約の中で、平等権・人権問題は教科書記述で2～3ページの分量となってしまうのである。

　このような経緯から多くの教師は他の科目と同様、副教材や副読本を子どもに購入させ使用

させることになる。副教材ではその体裁を含めて多様な編集・記述がなされている。教科書の

著編者や教科書の執筆を断念した人々が、教科書ではなしえないフラストレーションをこの副

教材で一気に発散させたの観がある。しかし他教科も含め、本来教科書が充実したものである

ならば、副教材は現場の実情に合った教師手作りのプリント類で十分授業は遂行できよう。そ

の分教師の力量にかかってくることになるが、それこそ望ましいことではあるまいか。

　さて現行の新学習指導要領の基本的な方針である「ゆとり学習」は、人権問題に対する理解

や感覚を育てるのにはたして有効であろうか。また「総合的な学習の時間」では差別や人権に

っいての理解が深まるような指導ができるだろうか。教師の力量はもちろんのこと、教師自身

の人権意識がもっとも重要であることは言うまでもない。

　1999年3月告示の学習指導要領に沿った新教科書が出揃い、教育実践現場の対応がそろう数

年後に、また同様のテーマでご報告したいと考えている。最後に、この小論にて具体的にあげ

ることのできなかった人権問題も、今日の日本社会にはあまた存在する。取り上げなかったの

はその問題が軽微なものと考えたからではなく、紙面の制約及び私の知識と能力の狭量による

ものであることを付言しておきます。
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4）この小論で検討対象とする4種の「現代社会」教科書の執筆根拠となっている、1989より

　　実施の高等学校学習指導要領「現代社会」編では、次のような記述がなされている。

　　　　1目標

　　　　人間の尊重と科学的な探求の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の社会と人間

　　　にっいての理解を深めさせ、現代社会の基本的な問題に対する判断力の基礎を培うとと

　　　もに自ら人間としての在り方生き方にっいて考える力を養い、良識ある公民として必要

　　　な能力と態度を育てる。

　　とあり、2内容　（3）現代の政治・経済と人間　の　工民主社会の倫理　には、

　　　「生命の尊重、自由・権利と責任・義務、人間の尊厳と平等などにっいて考えさせ、民
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高校教科書にみる人権教育の現在

　　主社会において自ら生きる倫理にっいて自覚を深めさせる。」

　　との記述がある。

　　また2002年4月から実施された、1999年3月告示の高等学校学習指導要領「現代社会」

　編は、次のような記述になっている。

　　　　1目標

　　　人間の尊重と科学的な探求の精神に基づいて、広い視野に立って、現代の社会と人間

　　にっいての理解を深めさせ、現代社会の基本的な問題にっいて主体的に考え公正に判断

　　するとともに自ら人間としての在り方生き方にっいて考える力の基礎をを養い、良識あ

　　　る公民として必要な能力と態度を育てる。

　　とあり、2内容　（2）現代の社会と人間としての在り方生き方　の　ウ　現代の民主政治

　　と民主社会の倫理には、

　　　基本的人権の保障と法の支配、国民主権と議会制民主主義、平和主義と我が国の安全

　　について理解を深めさせ、日本国憲法の基本的原則にっいて国民生活とのかかわりから

　　認識を深めさせるとともに、世論形成と政治参加の意義にっいて理解させ、民主政治に

　　おける個人と国家にっいて考えさせる。また、生命の尊重、自由・権利と責任・義務、

　　人間の尊厳と平等、法と規範などにっいて考えさせ、民主社会において自ら生きる倫理

　　について自覚を深めさせる。

　　という記述がある。

5）2001年7月3日付朝日新聞など。

6）2001年11月30日付朝日新聞。
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